
重要事項説明書 

(通所介護、介護予防・日常生活支援総合事業 令和6年4月１日現在） 

１．事業者 

法人の名称 医療法人清風会 

所在地 美濃加茂市前平町１丁目１００番地１ 

代表者氏名 林 宏史 

電話番号 ０５７４－２８－８８９９ 

 

２．ご利用施設 

施設名称 デイサービスセンターさくらの郷 

所在地 美濃加茂市太田町２６番地５ 

管理者氏名 吉田 達 

電話番号 ０５７４－２３－０８００ 

ＦＡＸ番号 ０５７４－２３－０８０８ 

サービスを提供する 

通常の実施区域 

美濃加茂市、関市、可児市、加茂郡坂祝町、加茂郡富加町、加茂郡

川辺町、加茂郡八百津町、可児郡御嵩町 

 

３．ご利用施設であわせて実施する事業 

事業の種類 指定年月日 事業所番号 定員 

通所介護 平成１６年３月２０日 
２１７１２００３１０ ４０名 

日常生活支援総合事業 平成１８年４月 １日 

短期入所生活介護 平成１６年３月２０日 

２１７１２００３２８ ３０名 介護予防短期入所 

生活介護 
平成１８年４月 １日 

居宅介護支援事業所 平成１６年３月２０日 ２１７１２００３３６ なし 

 

４．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 
要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な介護サー

ビス、介護予防サービスを提供する。 

運営の方針 

要介護者等の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した

日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その

他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、ご利用者の

心身の機能の維持並びにご利用者の家族の身体的及び精神的負担

の軽減を図る。 



５．施設の概要 

敷地 ８５５．６４㎡ 

構造 鉄骨３階建て 

延床面積 １，３１９．９１㎡ 

利用定員 ４０名 

 

６．主な設備 

設備の種類 室数 面積 

食堂（デイルーム） １室 １２１.２㎡  

機能訓練室 １室 ６１.０㎡  

一般浴室 １室 
１５.７５㎡  

機械浴室 １室 

相談室 １室 ６.６㎡  

静養室 １室 １４.２㎡  

 

７．職員体制 

職種 
常勤 非常勤 

保有資格 
専従 兼務 専従 兼務 

管理者  １   理学療法士 

生活相談員 1 １   社会福祉士・介護福祉士 

看護職員 １ 1 1  看護師、准看護師 

介護職員 5 １ 2  介護福祉士、ヘルパー２級等 

機能訓練指導員  １ 1  理学療法士、准看護師等 

管理栄養士    １ 管理栄養士 

令和６年４月現在 

 

８．営業日および営業時間 

営業日 月曜日から土曜日 （祝日含む）、１２月３１日～１月３日除く 

営業時間 ８時３０分～１７時３０分 

サービス提供時間 ９時１５分～１６時３０分 

 

９．利用者負担金   

利用者負担金は、次の３種類に分かれます。具体的な金額は下記のとおりです。 

介護報酬に係る利用者負担 費用全体の１割または２割 

運営基準「厚生労働省令」で定められた「その他の費用」 
全額自己負担 

通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用 

 



（１） 介護保険給付サービス 

① 通所介護費 

サービス提供時間：６時間～７時間                  １単位＝10.00円 

介護度 １日の利用料 自己負担額（1割） 自己負担額（２割） 自己負担額（３割） 

要介護１ ５，８４０円 ５８４円 １，１６８円 １，７５２円 

 要介護２ ６，８９０円 ６８９円 １，３７８円 ２，０６７円 

要介護３ ７，９６０円 ７９６円 １，５９２円 ２，３８８円 

要介護４ ９，０１０円 ９０１円 １，８０２円 ２，７０３円 

要介護５ １０，０８０円 １，００８円 ２，０１６円 ３，０２４円 

 

サービス提供時間：７時間～８時間 

介護度 １日の利用料 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額（３割） 

要介護１ ６，５８０円 ６５８円 １，３１６円 １，９７４円 

要介護２ ７，７７０円 ７７７円 １，５５４円 ２，３３１円 

要介護３ ９，０００円 ９００円 １，８００円 ２，７００円 

要介護４ １０，２３０円 １，０２３円 ２，０４６円 ３，０６９円 

要介護５ １１，４８０円 １， １４８円 

２，  
２，２９６円 ３，４４４円 

※ 感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の加算は、 

期間限定の加算となります。 

※ 美濃加茂市は令和６年４月より１単位＝10.14円となります。 

 

② 加算 

 利用料 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額（３割） 

入浴介助加算Ⅰ ４００円／回 ４０円 ８０円 １２０円 

入浴介助加算Ⅱ ５５０円／回 ５５円 １１０円 １６５円 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ ５６０円／回 

 
５６円 １１２円 １６８円 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ ７６０円／回 ７６円 １５２円 ２２８円 

個別機能訓練加算（Ⅱ） 

 

２００円／月 

 

２０円 

 

４０円 

 
６０円 

中重度者ケア体制加算 ４５０円／回 ４５円 ９０円 １３５円 

サービス提供体制強化加算Ⅱ 

(介護福祉士配置40％以上配置) 
６０円／回 ６円 １２円 １８円 

若年性認知症利用者受入加算 ６００円／日 ６０円 １２０円 １８０円 

科学的介護推進体制加算 ４００円／月 ４０円 ８０円 １２０円 

介護職員処遇改善加算Ⅱ     通所介護費 ９．０％  

 

 

 

 



② 介護予防・日常生活支援総合事業費                １単位＝10.00円 

 １ヶ月の利用料 自己負担額（１割） 自己負担額（２割） 自己負担額(３割) 

要支援１ １７，９８０円 １，７９８円 ３，５９６円 ５，３９４円 

要支援２ ３６，２１０円 ３，６２１円 ７，２４２円 １０，８６３円 

科学的介護推進体制加算 ４００円 ４０円 ８０円 １２０円 

 
サービス提供体制強化加算Ⅲ1 

（要支援１） 
２４０円／回 ２４円 ４８円 ７２円 

サービス提供体制強化加算Ⅲ2 

（要支援２） 

 

４８０円／回 ４８円 ９６円 １４４円 

介護職員処遇改善加算Ⅱ       予防通所介護費 ９．０％  

 ※ 美濃加茂市は令和６年４月より１単位＝10.14円となります。 

 

２）介護保険給付外サービス  

項目 金額 備考 

食費 ７２０円 １食あたり、おやつ代含む 

オムツ代 実費 
パッド：５０円 オムツ：１００円 

リハビリパンツ：１５０円 いずれも１枚あたり 

 教養娯楽費 実費 個別レクリエーションの材料費等 

複写物の交付 実費 記録物の謄写に係る費用 

※ 介護保険給付外のサービスとなる場合（サービス利用料の一部が制度上の支給限度額を超える

場合を含む）には、全額自己負担となります。 

介護保険給付外のサービスとなる場合には、居宅サービス計画を作成する際に介護支援専門員か

らの説明の上、利用者の同意を得ることになります。 

 

１０．利用料金の支払い   

料金、費用は原則として①の指定口座からの引き落としとなっておりますが、②③の方法もござ

いますのでご相談ください。毎月１５日までに前月分の利用料金等を請求しますので、２０日まで

に下記の方法でお支払いください。 

① 預金口座振替にて引き落しにより、お支払いいただく方法（預金口座振替依頼書にてお申

込みいただきます）。引落し日は毎月２６日です。 

② 当施設窓口にて現金にて直接お支払いいただく方法（なるべく、おつりのないようにお願

いします）。 

③ 当施設口座へ振込みにてお支払いいただく方法（振込み手数料はご負担ください）。 

東濃信用金庫 美濃加茂市店 普通 ９３７９２６  

口座名 ：イリョウホウジン セイフウカイ ハヤシクリニック リジチョウ  

ハヤシ ヒロフミ  

 

 

 

 



１１．通所サービスの概要 

（１）介護保険給付サービス  

サービスの種類 サービスの内容 

入浴 

必要な方は職員が介助いたします。 

ご利用者の健康状態、日常生活レベルによりシャワー浴、機械浴また

は清拭を行います。 

排泄 
ご利用者の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自立

についても適切な援助を行います。 

機能訓練 

ご利用者の身体状況に合わせた介助を行うことにより身体機能低下

を防止するように努めます。また体操、 レクリエーション活動、行

事を通じて健康維持、増進に努めます。 

健康管理 

入浴前に看護職員が健康状態を確認いたします。 

利用時間中に看護職員が状態を把握し、異常があればご家族へ連絡す

るなど、対応を迅速に行います。 

相談及び援助 
ご利用者及び、そのご家族からの相談についても誠意を持って応じ、

可能な限り必要な援助を行うように努めます。 

送迎 

身体状況など一定の基準に該当する方で、ご自分で来所が困難な方は

リフト付送迎車などで送迎を行います。ご家族による送迎も可能で

す。 

 

（２） 介護保険給外サービス 

サービスの種類 サービスの内容 

食事の提供 栄養士による食材の検収により、良質な食材を提供いたします。 

オムツ等の提供 ご利用者の状況により、施設準備のおむつを提供いたします。 

レクリエーション 行事計画に基づき、各種レクリエーションを提供いたします。 

 

１２．サービス利用の中止 

ご利用者の都合でサービスを中止する場合には、できるだけサービス利用の前日までにご連絡く

ださい。当日のキャンセルは食費相当額のキャンセル料を申し受けることになりますのでご了承く

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１３．苦情、相談等の窓口 

サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当施設相談室 

窓口担当者 福永 智世 曽根 清美 

苦情解決責任者 吉田 達 

受付時間 午前９時から午後５時まで 

受付方法 

電話 ：０５７４－２３－０８００ 

ＦＡＸ：０５７４－２３－０８０８ 

職員との面談 

 

公的機関においても、次の市町村窓口において苦情申立等ができます。 

市町村窓口 電話番号 受付時間 

美濃加茂市 ０５７４－２５－２１１１ 

午前９時から 

午後５時まで 

関市 ０５７５－２２－３１３１ 

可児市 ０５７４－６２－１１１１ 

坂祝町 ０５７４－２６－７１１１ 

富加町 ０５７４－５４－２１１１ 

川辺町 ０５７４－５３－２５１１ 

八百津町 ０５７４－４３－２１１１ 

御嵩町 ０５７４－６７－２１１１ 

岐阜県国民健康保険 

団体連合会 
０５８－２７３－１１１１ 

 

１４．非常災害時の対策 

非常時の対応 別途定める『医療法人清風会 消防規定』に則り対応します。 

平常時の訓練 
別途定める『医療法人清風会 消防規定』に則り、年２回以上、サー

ビスの提供時間帯を想定した避難訓練を行います。 

消防計画 
消防署への届出日 令和元年６月１日 

防火管理者 青木 恵美子 

 

１５．損害賠償 

ご利用者に対するサービスの提供にあたって、事故が発生し自己の責に帰すべき事由によりご利

用者の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、その責任の範囲において利用者に対してその損

害を賠償します。 

 

 

 



１６. 高齢者虐待防止について 

 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のために、次に掲げるとおり 

必要な措置を講じます。 

⑴ 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

  虐待に関する責任者 ： 管理者 山下 伸彦 

⑵ 成年後見人制度の利用を支援します。 

⑶ 苦情解決体制を整備しています。 

⑷ 従業者に対する虐待防止の啓発・普及するための研修を実施しています。 

⑸ 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者が利用者等の権

利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

⑹ 計画書の作成など、適切な支援の実施に努めます 

 

１７．秘密保持 

当事業者及び従業員は、正当な理由がない限りご利用者に対する介護サービスの提供にあたって

知り得たご利用者またはその家族の秘密を漏らしません。 

当事業所は従業員が退職後、在職中に業務上知り得たご利用者またはその家族の秘密を正当な理

由無く漏らすことがないように必要な措置を講じます。 

 当事業所は文書によりご利用者またはその家族の同意を得た場合にはサービス担当者会議等必要

な範囲内でご利用者の個人情報を用いることができるものとします。 

 事業者は利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（磁気媒体情報及び伝送情報含

む）については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分する際にも第三者への漏洩を防止

するものとします。 

 

１８．事故発生時の対策 

 サービスの提供にあたり事故が発生した場合は、事前の打ち合わせに基づき家族、主治医、救急

機関、居宅介護支援事業所、包括支援センターなどに連絡いたします。 

 ご利用者に対する介護サービスの提供にあたって、事故が発生し、自己の責に帰すべき事由によ

りご利用者の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、その責任の範囲において利用者に対して

その損害を賠償します。 

 

１９．通所介護計画、介護予防通所介護計画の作成について 

居宅サービス計画の内容に沿って、ご利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を

踏まえ、通所介護、介護予防通所介護計画を作成します。 

 通所介護、介護予防通所介護計画の作成にあたってはその内容についてご利用者又はその家族に

対して説明し、利用者の同意を得ること共に通所介護計画を交付いたします。 

 

 

 

 

 

 



２０．利用の際に留意すべき事項 

設備、器具の利用 

施設内の設備、器具は本来の用法に従ってご利用ください。これに

反した利用により破損等が生じた場合、賠償していただくことがあ

ります。 

喫煙、飲酒 施設内での喫煙、飲酒は原則的にご遠慮願います。 

迷惑行為等 騒音等、他のご利用者の迷惑となる行為はご遠慮願います。 

所持品、現金の管理 基本的に個人で管理して頂きます。 

宗教、政治活動 施設内での宗教、政治活動についてはご遠慮願います。 

その他 

利用者間の金品等の貸借、譲渡はご遠慮願います。 

飲食物の持ち込みはご遠慮願います。 

営利目的の勧誘、チラシの配布等はお断りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

指定介護・介護予防通所介護事業者 デイサービスセンターさくらの郷 

職 種  氏 名 ㊞   

 

 

本書面に基づき重要事項の説明を受け、通所介護サービスの提供開始に同意しました。 

利用者氏名 ㊞   

署名代行者氏名 ㊞   

 


